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流山市まちづくり
相談員派遣について
流山市まちづくり
相談員派遣について

市民の皆さんの自主的な
まちづくり活動を支援します。





● 用途地域における建て方のルール
　用途地域が指定されている地域においては、建築物の用途の制限とあわせて、建築物の建て方のルールが定められています。
これによって、土地利用に応じた環境の確保が図られるようになっています。
　例えば、土地の面積と建物の床の面積の比率（容積率と言います。）、道路の幅に見あった建物の高さなどのルールがあります。

 ー 流山市の基本的なまちづくり ー

まわりの住民が日用品の買物などを
するための地域です。住宅や店舗の
ほかに小規模の工場も建てられます。

銀行、映画館、飲食店、百貨店などが
集まる地域です。
住宅や小規模の工場も建てられます。

主に軽工業の工場やサービス施設等が
立地する地域です。危険性、環境悪化
が大きい工場のほかは、ほとんど建て
られます。

どんな工場でも建てられる地域です。
住宅やお店は建てられますが、学校、
病院、ホテルなどは建てられません。

工場のための地域です。
どんな工場でも建てられますが、
住宅、お店、学校、病院、ホテル
などは建てられません。

第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域

準住居地域 近隣商業地域 商業地域

準工業地域 工業地域 工業専用地域

低層住宅のための地域です。
小規模なお店や事務所をかねた住宅や、
小中学校などが建てられます。

主に低層住宅のための地域です。
小中学校などのほか、150ｍ  までの
一定のお店などが建てられます。

中高層住宅のための地域です。
病院、大学、500ｍ  までの一定の
お店などが建てられます。

主に中高層住宅のための地域です。
病院、大学などのほか、1,500ｍ
までの一定のお店や事務所など必要
な利便施設が建てられます。

住居の環境を守るための地域です。
3,000ｍ  までの店舗、事務所、
ホテルなどは建てられます。

主に住居の環境を守るための地域です。
店舗、事務所、ホテル、カラオケボックス
などは建てられます。

道路の沿道において、自動車関連施設
などの立地と、これと調和した住居の
環境を保護するための地域です。
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　流山市では、市全域を都市計画区域として定めて、無秩序にまちが広がらないように、一定のルールに基づいて
建物の建築などを制限しています。
　具体的には、都市計画区域を２つに区分して、すでに市街地になっている区域や計画的に市街地にしていく区域
を『市街化区域』と、市街化をおさえる区域を『市街化調整区域』と定めています。このような区分を定めること
を『線引き』と言います。
　また、市街化区域では住居、商業、工業といった土地の利用は、似たような建物などが集まっていると、それぞ
れにあった環境が守られ、効率的な活動を行うことができます。しかし、種類の異なる土地利用が混じっていると、
互いの生活環境や業務の利便が悪くなります。
　そこで、都市計画では住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、これを下の図のような用途地域と
して定めています。 

※

※

※印・・・ 流山市にはありません。

☆

☆

☆

☆印・・・１万m までの店舗等。2





STEP1

STEP2

STEP3

まちづくり

都市計画手続き

公告・縦覧

都市計画審議会

都市計画決定

　皆さんから提案がされた都市計画法に該当する

地区計画などは都市計画で位置付けが出来ます。

　計画の内容を見ていただ

きます。

　同時に内容についてご意

見も伺います。

　公告・縦覧を行った計画

案を都市計画の専門家や市

民の代表の市議会議員で

しっかり議論を行い

ます。

　皆さんからいただいた

提案が決定します。

　皆さんも決定した内容

を推進していきましょう。
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TEL　04－7150－6087
FAX　04－7159－0954
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